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心のサポート推進事業に係る推進委員会 
 

令和６年７月１１日（木） 
１５：００～１６：２０ 
ときわ会館 ５階小ホール 

 

【次 第】 
Ⅰ 委嘱状等交付式 
 １ 委嘱状及び任命書の交付 

 ２ 教育長 挨拶 

 ３ 委員自己紹介 

 ４ 推進委員会設置要綱について 

 ５ 委員長・副委員長の選出 

 

Ⅱ 推進委員会 
 １ 報告   

（１） 令和５年度心のサポート推進事業 総括について （資料１） 

（２） 長期欠席者に係る状況調査報告         （資料２） 

 ２ 協議   

（１）不登校児童生徒一人ひとりに応じた多様な支援について 

   協議テーマ「不登校児童生徒等にどのように関わり、 

支援したらよいのか」 

（協議資料、別紙１・２） 

３ 諸連絡 

４ 閉会 
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令和６年度 心のサポート推進事業に係る推進委員会 座席表 
   ときわ会館５階小ホール  
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心のサポート推進事業に係る推進委員会設置要綱 
 

さいたま市教育委員会 
 

（設置） 
第１条 「心のサポート推進事業」（以下、「推進事業」という。）を推進するため、心のサポート

推進事業に係る推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について意見を述べ、必要な助言を行うものとする。 

（１） 児童生徒の心の状況把握に関する事項 

（２） 児童生徒の心身の健全育成に関する事項 

（３） 心的ストレスを受けている児童生徒への対応に関する事項 

（４） 緊急時のサポート体制に関する事項 

（５） 不登校の児童生徒への取組に関する事項 

（６） いじめ問題に関する事項 

（７） 今日的課題への対応に関する事項 

（組織） 
第３条 委員会は、学識経験者、ＰＴＡ代表、関係機関職員、市立小・中学校関係者及びさいた

ま市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の職員で組織する。 
２ 委員は、前項に規定する者のうちから、教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が委嘱

し、又は任命する。 
（任期） 

第４条 委員の任期は、依頼又は任命を受けた日からその年度末までとする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は、委員会の事務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。 
（会議） 

第６条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。 
２ 委員長は、必要があると認めたときには、委員以外の学識経験者等の出席を求め、意見を聴

取することができる。 
（報告） 

第７条 委員長は、会議の結果を教育長に報告する。 
（事務局） 

第８条 委員会は、事務局を教育委員会学校教育部総合教育相談室に置く。 
（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育長が別に定め

る。 
    附 則 
  この要綱は、平成２２年７月３０日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、平成２５年７月２２日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、令和３年５月１日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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令和６年度 心のサポート推進事業に係る推進委員会 委員名簿 

番

号 
役職等 氏 名 

1 東京家政大学 教授 三浦 正江 

2 埼玉メディカルセンター 心療内科部長 中本 智恵美 

3 医療法人自然堂峯小児科 理事長 峯 眞人 

4 さいたま市ＰＴＡ協議会 副会長 菅野 千香子 

5 子ども家庭総合センター 所長 加藤 郁子 

6 さいたま市南部児童相談所 副参事 鶴田 順彦 

7 子ども家庭支援課長  石川 秀一 

8 さいたま市中学校長会代表 （さいたま市立岸中学校長） 山浦 麻紀 

9 さいたま市立小学校校長会代表（さいたま市立東宮下小学校長） 竹間 智子 

10 副教育長 栗原 章浩 

11 学校教育部長 野津 吉宏 

12 学校教育部次長 丹 能成 

13 学校教育部参事（児童生徒緊急対応担当） 長岡 有実子 

14 学校教育部教育課程指導課長 猪鼻 孝之 

15 学校教育部特別支援教育室長 紺野 雅弘 

16 学校教育部参事（兼）生徒指導課長 青木 貴 

17 学校教育部参事（兼）高校教育課長 大原 照光 

18 学校教育部参事（兼） 健康教育課長 鈴木 晴雄 

19 学校教育部参事（兼）教育研究所長 津田 顕吾 

20 学校教育部参事（兼）総合教育相談室長 米玉利 優子 

【事務局 】 総合教育相談室  
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心のサポート推進事業 全体構想図 
 

                                       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援 

教育相談体制の充実 
【総合教育相談室】 

〇学校における教育相談体制の充実 

〇不登校等児童生徒支援センター（Growth）の充実 

〇教育相談室・教育支援センターの充実 

〇SC・SSW・さわやか相談員の配置 

〇個別サポート指導員の派遣 

〇ゲートキーパー研修を 2 年次教員対象に実施 

〇フリースクール等連絡協議会の実施 

〇「24 時間子どもＳＯＳ窓口」の実施 

〇「SNS を活用した相談窓口」の実施 

〇不登校児童生徒の『指導要録上の出席扱い』に係る

ガイドラインの周知 

【生徒指導課】 

〇学校生活指導員による学校支援 

【特別支援教育室】 

〇特別支援教育相談センターの充実 

【生徒指導課・総合教育相談室】 

○児童生徒の心のサポートの手引き「緊急対応」 

「いじめに係る対応」「欠席児童生徒への対応」 

○生徒指導・教育相談研修（悉皆）の実施 

【教育課程指導課・教育研究所】 

○「個別最適な学びの実現」 

 

 

ケア 

専門的なケア体制の充実 
【総合教育相談室】 

〇スクールカウンセラースーパーバイザ

ー配置            

〇専門医による教育相談の実施 

【特別支援教育室】 

〇特別支援ネットワーク連携協議会の活

用 

【生徒指導課】 

〇スクールロイヤー等の専門家チームの

活用 

【生徒指導課・総合教育相談室】 

〇「さいたま市児童生徒緊急対応チー 

ム」の派遣 

【健康教育課】 

〇学校精神科医・学校産婦人科医による 

学校支援               

アセスメント 

予防開発的な教育活動の充実 
【総合教育相談室】 

〇ヤングケアラーの実態調査の実施 

〇教育相談週間（日）の実施  

【生徒指導課】 

〇「人間関係プログラム」に係る調査結果

活用の手引き                  

〇「心と生活のアンケート」の実施と結果

の活用 

【生徒指導・総合教育相談室】 

〇いじめ・長期欠席児童生徒の状況把握 

【教育研究所】 

〇学校非公式サイト等監視業務の実施 

 

 

予防 

予防開発的な教育活動の充実 

【総合教育相談室・高校教育課】 

〇ＳＯＳの出し方に関する教育 

～自殺予防教育～の実施 

・市立小・中・中等教育学校、高等学

校 1 年次における「『いのちの支え

合い』を学ぶ授業」の全面実施    

【教育課程指導課】 

〇「赤ちゃん・幼児触れ合い体験」の 

市立中学校での実施                

【生徒指導課】 

〇「人間関係プログラム」の充実   

〇いじめ撲滅強化月間の実施    

〇「さいたま市ストップいじめ！子ど

もサミット」の開催 

【教育研究所】 

〇スマホ・タブレット安全教室の実施 

○スクールダッシュボードの活用 

① 学びの確保と心の健康 
【総合教育相談室】 

〇ICT を活用した学習支援の実施 
〇「指導要録上の出席扱い」に係るガイドラインの

周知 
〇Sola るーむの運営支援 

【教育課程指導課】 
〇学習スペースの設置 
〇「赤ちゃん・幼児触れ合い体験」の実施 

【高校教育課】 
〇ICT 学習について必要に応じた学校への支援 

【教育研究所】 
〇学校非公式サイト等監視業務の実施 

② 家庭への支援・啓発 

【総合教育相談室】 

〇子育て学習会の充実 

・SCSV 等による講演 

・保護者の体験談 

・座談会 

・Growth オンライン保護者会 

・インターネット・ゲームに悩む家族の集い 

③ 教職員等の研修 

【総合教育相談室】 

〇教育相談に係る研修会の見直し 

【生徒指導課】 

〇「いじめの初期対応のポイント」や「いじめ認

知フロー」図の周知 

④ 他機関連携 
【総合教育相談室】 

〇学校との連携強化 
〇フリースクール等連絡協議会の充実 

【特別支援教育室】 
〇特別支援ネットワーク連携協議会の活用 

【高校教育課】 
〇外部機関と連携し、不登校等生徒に対する

多面的な支援 
【健康教育課】 

〇学校精神科医、学校産婦人科医の派遣 

重点項目 

不登校等児童生徒へ

の具体的支援策 

   

【総合教育相談室】 ○保護者啓発資料の活用 〇「子育て学習会」の実施  【健康教育課】 ○学校保健委員会を中心とした啓発活動実施 

【 生 徒 指 導 課 】 ○「親子支援プログラム」実施  【特別支援教育室】 ○「保護者のための相談ガイドの配布 ○「チーム支援の手引き」の活用 

 
  

 

家庭・地域連携  
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令和５年度の総括 
☆予防開発的な教育活動の充実 

視点  各課の取組 ○令和５年度の総括   

予
防 

１ 

SOS の出し方に関す

る教育～自殺予防教

育～の実施 

市立小・中・高・中等

教育学校「『いのちの

支え合い』を学ぶ授

業」の実施 

（総合教育相談室・

高校教育課） 

○令和 2 年度から、市立小・中学校・中等教育学校で「『いのちの支

え合い』を学ぶ授業」を全面実施している。 

○市立高等学校においては、令和 3 年度から、市立 3 校において完

全実施となった。高等学校の授業後には、「ストレスへの適切な対

処方法を知ることができた。」、「悩みや不安を一人で抱えないこと

が大切だと分かった。」と言った声を聞くことができた。 

○小・中学校の授業後には、各校から「困ったことや悩みがあった

ら、友達や担任などに進んで相談したり、聞いたりする姿が見ら

れた。さらに困っている友達を見つけたら、話を聞いてあげたり

アドバイスをしたり、友達を助ける姿が見られた。」や「相談する

大切さを学び、周りに相談する生徒が増えた。相談室に訪れ、SOS

を出せた生徒がいた。」などの成果が見られた。 

２ 

「赤ちゃん・幼児触

れ合い体験」の市立

全中・中等教育学校

での実施 

（指導１課） 

 

令和 5年度実施状況と成果等 

・令和 4 年度に引き続き、令和 5 年度も事業を実施した。令和 4 年

度よりも多くの学校が対面による交流を実施することができた。 

・インフルエンザ等の感染症拡大防止に係る対応により、連携保育

園や幼稚園等が生徒の受入れを行うことができない場合や計画し

た触れ合い体験が実施できない場合の代替措置として、全市立中・

中等教育学校に配布した「『令和 5年度赤ちゃん・幼児触れ合い体

験』指導の手引き」には、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に

係る対応について」を記載し、各学校の活動の参考となるように

した。具体的には、手作りの絵本等の贈呈等の活動に生かされた。 

○約 10,500 名の生徒が参加。 

○実施状況等 

 ・幼稚園、保育所へ訪問：32 校  ・園児招待：16 校 

 ・ボランティア親子招待：11 校   ・その他：3校  

（計 62 校 複数形態実施校があるため） 

【訪問、招待、ボランティア親子招待の実施形態の内訳】 

 ・対面での交流（園児等と直接交流）：57 校 

 ・間接的な交流（手作り絵本の贈呈等）：2校 

 ・オンライン交流：0校 

○授業後は、「作ってきたおもちゃを楽しそうに遊んでくれてとても

楽しかったし、嬉しかった」「音が鳴る物やつかめる物などに小さ

な子どもは興味をもってくれることが実際に触れ合って確かめる

ことができました」「町内で大変そうなお母さんなどがいたら小さ

い子の相手になりたいと思うぐらい、小さい子に対して積極的に

なったと思います」等の感想が挙げられた。学習を通じて、幼児

の発達と生活、幼児との関わり方に関する基礎的・基本的な知識

を身に付け、その知識を活用して幼児との関わり方を工夫する生

徒の姿が見られた。ボランティア親子を招いた学習では、「今は、

あまり感じないけど、両親は自分の子どもを第一に、宝物のよう

に思ってくれているんだと、気づかされました」「私自身末っ子で

赤ちゃんに触れ合ったことがこれで初めてだったので良い経験が

できました。名前を呼ぶと喜んでいるようににこにこしてくれた

り、手に指を置いたらそっとつかんでくれたりしたのがすごく嬉

しかった」等の感想が挙げられた。親子の関わり合いの様子の観

察や母親への質疑応答を行ったことで、自分のこれまでの成長を

振り返り、家族や地域の人々への感謝の気持ちをもつだけでなく、

周りの人々への関わり方について改善していこうとする意識の変

容も見られた。 

○不登校生徒等への支援として、触れ合い体験で使うおもちゃの準

令和６年度から以下の通り、課名が変更となっています。 
「指導１課」→「教育課程指導課」 
「指導２課」→「生徒指導課」 

資料１ 
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備や絵本の読み聞かせ練習を個別に行ったり、触れ合い体験当日

に、幼児との触れ合いの様子を離れたところから見守ることがで

きるよう、個別スペースを用意したりした。該当生徒に応じた学

習活動への参加を促す支援を行うことができた。 

３ 

「人間関係プログラ

ム」の充実 

（指導２課） 

○「心と生活のアンケート」の中の「人間関係プログラム」に係る

調査を年 3 回実施し、自己肯定感・他者に対する信頼感の高低、

スキルの定着度などの調査結果を、児童生徒一人ひとりの実態把

握、教育相談活動や学級経営に生かした。 
○令和５年度「人間関係プログラム」に係る調査結果では、前年度

と比較し、小学校中学校ともに、信頼他者、信頼自己の肯定的回

答の割合が高くなっている。また、小学校中学年、小学校高学年、

中学校１年生と年齢が上がるにつれ、言語的スキルや解決スキル

の肯定的な回答の割合は高くなっていることから、「人間関係プロ

グラム」の授業で学んだスキルが定着していることが窺える。 
〇「人間関係プログラム」指導補助資料＜第４集＞を活用について

周知した。 

４ 

いじめ撲滅強化月間

の実施 

（指導２課） 

○6月を「いじめ撲滅強化月間」と定め、学校独自のいじめ撲滅に向

けた取組を実施した。 

○学級スローガンや児童生徒一人ひとりのいじめ撲滅に向けた決意

の表明、児童会・生徒会によるキャンペーンの展開など、各学校

において、児童生徒が主体のいじめの未然防止に向けた取組が行

われた。 

５ 

さいたま市子ども会

議の開催 

（指導２課） 

○令和５年８月４日（金）に、さいたま市立大宮国際中等教育学校

で開催し、市立小・中学校の代表児童生徒が参加した。「心を元気

にする 4 つの言葉～あなたにとって、大切なみんなへ みんなに

とって、大切なあなたへ～を考えよう」のテーマに沿って、協議

を深め、「心を元気にする 4 つの言葉」を策定した。 

○「中学校区ブロック会議」で 1年間の取組を総括し、「いじめ防止

シンポジウム」の報告を参考にして、改めて各学校の取組を検討

した。 

○「中学校ブロック会議」において、Microsoft Teams を使ったリモ

ート会議を導入し、コロナ禍でも開催できるよう工夫した。 

６ 

いじめ防止シンポジ

ウムの開催 

（指導２課） 

○令和５年８月２４日（木）に、レイボックホールで開催し、市立

小・中・高等・中等教育・特別支援学校の代表児童生徒が参加し

た。 

〇市立小・中・高等学校の代表児童生徒と、教育長、教育委員が、

『失敗しても諦めず続ける力～レジリエンス～』をテーマにした

パネルディスカッションを行い、さいたま市１０万人の子どもた

ちが、「今の自分に何ができるか」「何が大切なのか」について、

いじめを自分事として捉え、話し合いをした。 

７ 

スマホ・タブレット

安全教室の実施 

（教育研究所） 

〇企業・警察などの協力の下、全ての市立小・中・高等・中等教育・

特別支援学校において、計 46,857 人の児童生徒と 3,873 人の保護

者を対象に実施した。 

〇実施後の児童生徒に対するアンケートでは、「事件やトラブルにあ

わない方法を知ることができたか」という質問に対して、約 97%

の肯定的な回答が得られた。 
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☆予防開発的な教育活動の充実 

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

８ 

いじめ・長期欠席児

童生徒の状況把握 

（指導２課・ 

総合教育相談室） 

○各学校から 4 月～3 月分の月調査の結果を受領、集計した。いじ

めや不登校児童生徒の状況を継続的に把握し、各校に的確に助言

を行った。総合教育相談室で受けたいじめや友人関係の悩みにつ

いては指導 2課へ情報提供を行った。 

○当該月の報告後、いじめが長期化しているケースや重大事態の疑

いのあるケースに関して、各学校に電話による聴き取りを行い、

詳細を把握するとともに、指導・助言を行った。 

９ 

学校非公式サイト等

監視業務の実施 

（教育研究所） 

○さいたま市立小・中・高等・特別支援学校等に関する学校非公式

サイト等の検索及び監視を実施した。  

【令和５年度実績】 

  情報提供数…0件 

〇年間を通して監視業務を行ったが、認知件数 0 件、学校への情報

提供 0件であった。 

10 

「人間関係プログラ

ム」に係る調査結果

の活用の手引き（指

導２課） 

○調査結果をより有効に活用してもらうため、「人間関係プログラ

ム」に係る調査結果の活用の手引きの活用について、令和５年度

も「人間関係プログラム」実施に係る研修会や生徒指導主任研修

会等で周知を行った。 

 

11 

「心と生活のアンケ

ート」の実施と結果

の活用（指導２課） 

○小学校 3・4年生は「人間関係プログラム」に係る調査といじめに

係る質問項目、小学校 5 年生から中学校 3 年生までは、「人間関係

プログラム」に係る調査と元気度に係る調査を、それぞれ年３回

実施した。 

○個別面談の記録がしっかりと行えるよう、面談記録シートを作成

した。各学校においては、このシートを確実に活用することによ

り、継続した支援体制を整えることができた。 

12 

教育相談週間（日）

の実施 

（総合教育相談室） 

○児童生徒一人ひとりと向き合い、不安や悩みの把握及び解消を図

るとともに、信頼関係を築く目的で市立各学校で令和 5 年度は 2

学期終了までに「教育相談週間（日）」を設定し、全小・中・中等

教育学校の児童生徒を対象に面談を実施した。 

○個別に面談をすることで様々な悩みに気づき、具体的な支援が可

能となった。また、必要に応じて、保護者との連携、外部専門機

関との連携も積極的に行われるようになった。 

13 

ヤングケアラー実態

調査の実施 

（総合教育相談室） 

○市内 6 か所にある教育相談室が、各学校から毎月提出される長期

欠席に係る状況調査をもとに、、ヤングケアラーと思われる児童生

徒と面談したときの報告等を学校と連携し、状況把握を行った。 

○児童生徒の状況や、学校のニーズに応じて心理士や精神保健福祉

士を派遣し、適切な支援を行った。 
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☆教育相談体制の充実 

支
援 

14 

個別最適化された 

教育活動の構築 

（総合教育相談室） 

〇教育支援センターにおいて、支援センターのタブレット端末を活

用して学習等が行えるよう、通信環境を整えた。 

〇不登校や病気等で長期欠席している児童生徒が、1 人 1 台端末で

オンライン授業を含めた ICT を活用した支援を受けることができ

る「不登校等児童生徒支援センター（Growth）」にて、オンライン

授業の配信やオンライン HR の実施等で不登校児童生徒の支援に

当たった。 

15 

教職員研修の充実 

（総合教育相談室） 

〇採用 1 年目では、「初任者研修」、2 年目では「ゲートキーパー研

修」、3年目では「カウンセリング基礎研修」において教育相談に

係る系統的な研修を実施し、教育相談スキルの向上を図った。 

〇また、校長推薦による採用 5 年目以上の教職員を対象とした「応

用カウンセリング研修」を実施し、学校カウンセリングの普及定

着を進め、多面的に児童生徒理解ができる教育相談の推進者の養

成を図った。 

○各研修会で求める教師像を明確にし、それをもとに研修内容の精

選を行った。 

16 

「ＳＮＳを活用した

相談窓口」の実施 

（総合教育相談室） 

○【令和 5年度】 

期間：令和 5年 4月 21 日～令和 6 年 3月 10 日 

時間：午後 6時 00 分～午後 10 時 00 分 

対象：市立中・高等・中等教育学校の生徒（約 35,000 人） 

〇相談者は中学 2年生女子が最も多く、平均対応時間は 46 分であっ

た。また、主な相談内容は「心身の健康・保健」が最も多く、次

いで「友人関係」についてであった。 

○ＳＮＳならではの秘匿性の高い相談や、悩みの初期段階での相談

に対応することができた。 

17 

教育支援センターで

のタブレット端末学

習の導入 

（総合教育相談室） 

○平成 30 年度からタブレット型コンピュータを導入した支援を行

っており、児童生徒が、個々の学力に応じて自ら学習を進めるな

ど、主体的に取り組む姿が見られるようになった。また、支援セ

ンターのタブレット端末から、所属校のオンライン授業に参加す

ることができた。 

 （活用例） 

・体験活動における自らの課題に合わせた調べ学習 

・言葉による意思表示が難しい児童生徒の思いや考えを、タブレ

ットを用いて、作文や表にまとめる 

・スクラッチを用いたプログラミング学習、タイピングソフトや

スタディサプリを活用した個別学習 

18 

教育相談室・教育支

援センターの充実

（総合教育相談室） 

○各教育相談室・教育支援センターで、教育相談を行い、児童生徒

の社会的自立に向けて支援した。 

【令和 5 年度 教育相談室 相談延べ件数】 

 教育相談室 相談延べ件数…26,900 件 

【令和 5 年度 教育支援センター 利用状況】 

 入室者数…90 名 （小学生…32 名 中学生… 58 名） 

○教育支援センターに入室したことで、入室前よりも学校に登校で

きた日数が増えるなどの改善が見られた。 

19 

スクールソーシャル

ワーカーの配置 

（総合教育相談室） 

○全ての市立小学校に 35 名のスクールソーシャルワーカーを配置

し、市立全中・高等・中等教育・特別支援学校へは要請があった

場合に、小学校から派遣した。 

【令和 5 年度実績】 

支援実件数 3,876 件（うち 小学校 3,502 件） 

関係機関と連携した支援延べ件数 1,074 件（うち小学校 923 件） 

○全ての市立小学校にスクールソーシャルワーカーを配置したこと

により、問題を抱える児童生徒を取り巻く状況の改善や関係機関

とのネットワークの構築、学校内におけるチーム体制の充実等、
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小学校段階において、問題の早期発見・早期連携によって支援を

行うことができた。 

20 

フリースクール等連

絡協議会の実施 

（総合教育相談室） 

○令和 5 年 10 月 24 日にオンライン会議を開催した。 

○社会的自立へ向けた学力とコミュニケーション力の育成につい

て、学校との連携を視野に入れて協議することができた。 

21 

スクールカウンセラ

ーの配置 

（総合教育相談室） 

 

〇市立全小・中・高等・中等教育・特別支援学校に配置・派遣した。 

【令和 5 年度実績】 

相談実件数 6,480 件 （小学校 3,836 件 中学校 2,433 件 高等

学校 48 件 中等教育学校 68 件 特別支

援学校 95 件) 

〇教育相談部会を中心に情報交換や情報共有を行い、具体的支援に

つながった事例が増えてきた。また、介入困難な事例や特別支援

の弾力的運用が必要な事例について、ケース会議や学年の教員と

の情報交換を通じて、具体的な支援方法を協議できた。 

22 

学校生活指導員によ

る学校支援 

（指導２課） 

○悪質ないじめの問題や非行問題行動等に適切かつ迅速に対応し、

児童生徒の健全育成及び学校の秩序維持を図るため、学校生活指

導員（警察 OB）を派遣した。 

【令和５年度 派遣実績】 

・小学校 １１校１８件 中学校９校１６件 

・警察との迅速で緊密な連携を図り、学校（校長）に対して豊富な

経験に基づく助言・支援を行い、学校の支援体制を強化している。 

・配置した学校からは、対象の児童生徒が落ち着いた生活を送るこ

とができた。配置期間中に生徒指導体制を整えることができたと

の声があった。 

23 

ゲートキーパー研修

を２年次研修で実施 

（総合教育相談室） 

○児童生徒の自殺予防を図るため、教員等がゲートキーパー「門番」

として初期介入するために必要な基礎知識やスキルを身に付ける

ための研修を実施した。 

○採用 2 年次にあたる教員を対象に研修を行い、市立小・中・高等・

中等教育・特別支援学校の教員 271 名を対象に実施した。 

○市立全小・中・中等教育学校において「ゲートキーパー研修」フ

ォローアップ研修を実施した。教職員が「ゲートキーパー研修」

で習得したスキルの理解を深め、「心と生活のアンケート」のサ

ポート該当者や自己肯定感の低い児童生徒等に対して、さらに適

切な対応ができるよう実践力を高めた。また令和 5 年度は、さわ

やか相談員対象にフォローアップ研修を実施した。 

24 

さわやか相談室の配

置（総合教育相談室） 

○いじめ、不登校等の児童生徒又は保護者の相談に応じた。 

【令和 5 年実績】 

相談実件数 5,191 件 

（中・中等教育学校 4,417 件 小学校 774 件） 

○校内に、児童生徒や保護者が気軽に相談できるさわやか相談室が

あることで、不安や悩みが大きくなる前に気軽に相談することが

できた。 

25 

特別支援教育相談セ

ンターの充実 

（特別支援教育室） 

○市内在住の次年度小学校入学予定者の保護者を対象として、特別

な教育的支援や適切な学びの場に関する就学の相談を行った。 

○市内在住及び市立学校に在学する児童生徒の保護者を対象とし

て、発達や教育的支援に関する相談を行った。 

26 

さいたま市２４時間

子ども SOS 窓口の実

施 

（総合教育相談室） 

○悩みや不安を抱える児童生徒や子どもに関する悩みを抱える保護

者が、いつでも相談できるよう、平日夜間・休日を含めて２４時

間、専門の相談員が対応した。 

【令和 5 年度 相談件数】 

  入電対応相談件数…4,301 件（いじめ相談件数…65 件） 

○市立小・中・高等・中等教育・特別支援学校全児童生徒に、紹介

カードを配布することにより、さいたま市２４時間子ども SOS 窓

口の電話番号が児童生徒及び保護者に周知されてきている。 

○業務委託先との積極的な連携により、業者の相談員がさいたま市
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の教育相談体制や緊急連絡体制について把握し、より適切な相談

機関の紹介及び、より迅速な緊急対応ができるようにした。 

27 

児童生徒の心のサ

ポート手引き「緊

急対応」「いじめ係

る手引き」「欠席児

童生徒への対応」

に基づく対応の徹

底（指導２課・総

合教育相談室） 

○生徒指導・教育相談に関わる研修会等で、児童生徒の状況に応じ

た手引きの有効な活用方法について示した。 
○長期欠席者への支援については、各学校から 4 月～3 月分の調査

結果を毎月受領、集計し、不登校児童生徒の状況を継続的に把握

した。必要に応じてケース会議へ参加をする等、学校へ支援を行

った。 
〇令和５年度「緊急対応」「いじめに係る対応」「欠席児童生徒への

対応」について、改訂を行った。 

 

☆専門的なケア体制の充実 

ケ
ア 

28 

学校精神科医・学校

産婦人科医による学

校支援（健康教育課） 

○学校が、児童生徒の心の健康課題や、思春期特有の健康課題等を

早期に発見し、適切に対応することができるよう、学校からの依

頼に基づき学校精神科医を派遣した。教職員への指導助言や個別

の健康相談、学校保健委員会の講師などの場面を通じて、児童生

徒の健康問題についての専門的な指導・助言を受けることができ

た。 

【令和５年度 派遣実績】 

学校精神科医の派遣：４件（小学校 1件 中学校３件） 

29 

スクールカウンセラ

ースーパーバイザー

の配置 

（総合教育相談室） 

○緊急事案等について、スクールカウンセラーや学校教育相談体制

への指導・助言及び児童生徒、保護者のカウンセリングを行った。 

○日々の学校内でのケースの中で、管理職や教職員、スクールカウ

ンセラー等に対し、具体的かつ適切な助言を行うことができた。 

【令和 5 年度 対応状況】 

相談延べ件数 896 件（小学校 87 件 中・中等教育学校 194 件 高

等学校 6 件 特別支援学校 2 件 教育相談室 607 件） 

30 

特別支援ネットワー

ク連携協議会の活用

（特別支援教育室） 

○特別な教育的支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズを把握

し、適切に支援することをねらいとして、学校からの要請に基づ

き、各専門機関と連携・協力した支援体制を構築した。 

○各学校が主体となり、関係機関との連携した支援を展開できるよ

うになってきた。 

31 

「さいたま市児童生

徒緊急対応チーム」

の派遣 （指導２課・ 

総合教育相談室） 

○学校だけでは対応できない生徒指導上の重大な事案が発生した場

合、または発展する恐れのある事案に対して、さいたま市児童生

徒緊急対応チームによる学校支援を実施した。 

32 

専門医による教育相

談の実施 

（総合教育相談室） 

○教育相談室において、精神科医による教育相談を実施した。学校

からの相談についても対応した。 

○緊急度が高く医療機関との連携を要するケースが増えており、医

療・学校・家庭・教育相談室との連携の進め方等について適切な

助言を受けることができた。 

【令和 5 年度 相談状況】 

 相談延べ件数…40 件 

（保護者 5件、本人 2 件、学校からの依頼 6件、相談員 27 件） 
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33 

学校保健委員会を中

心とした啓発活動の

実施（健康教育課） 

○全ての市立学校に学校保健委員会が設置され、各学校でテーマや

会の内容を工夫して実施した。児童生徒の健康課題について、各

学校で適切に対応することができるよう、学校からの依頼に基づ

き、学校医や学校歯科医、学校薬剤師に加えて、学校精神科医・

学校産婦人科医を派遣する手順を整え、学校保健委員会における

講話や研究協議の際に助言を受けられるよう、支援した。また、

学校の要請に応じて、歯科衛生士や指導主事の派遣にも対応して

いる。 

34 

「保護者のための相

談ガイド」の配布 

（特別支援教育室） 

○発達が少し気になった時に相談できる窓口やサービスの利用方法

についての情報をまとめた「保護者のための相談ガイド」を、市

立各学校及び関係機関に配布し、保護者が閲覧及びダウンロード

できるよう、市ホームページに掲載した。 

○市立各学校及び関係機関に配布し、保護者が閲覧及びダウンロー

ドできるよう、市ホームページに掲載したことで、相談窓口やサ

ービスの利用について周知を図ることができた。 

35 

「チーム支援の手引

き」の活用 

（特別支援教育室） 

○特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、適切で一貫し

た切れ目ない支援をするために、学校内でチーム支援する方法を

まとめた「チーム支援の手引き」を市立各学校や関係機関に配付

した。 

○チーム支援の方法について、各学校に周知することができた。 

36 

保護者啓発資料の活

用 

（総合教育相談室） 

○保護者啓発資料「子どものサインに気づいたら」を 4 月に全保護

者に配布した。また、4 月下旬に、さいたま市 24 時間子ども SOS

窓口のカードと教室掲示用ポスターを、７月にリーフレットを全

児童生徒に配布した。 

○懇談会の時期に合わせて資料配布を行ったことで、保護者に対し

て子どもたちの心の様子についての意識付けを行うことができ

た。 

37 

「親子支援プログラ

ム」の実施（指導２

課） 

○令和５年度は、中学校ＰＴＡからの依頼で、新入学生徒保護者を

対象に実施した。 

○参加者からは、子どもとのコミュニケーションをとる際の参考と

なったとの感想があった。 

                                   


